
□問 都市計画課総務係☎364-2510

被災宅地復旧工事(擁壁など)
対 象 者　東日本大震災で被災した宅地の所有者、管理

者など
対象宅地　個人が所有する居住に供する建築物がある一

団の土地
　　　　　※営利目的の貸家、事業所、被住家などの宅

　地は対象外
助成内容　のり面の保護工事、擁壁の設置または補強･

補修工事など
対象工事　対象経費の２分の１を助成。上限150万円

防災対策工事
対 象 者　東日本大震災で半壊以上の判定を受け、
　　　　　住宅の再建のために下記工事を実施する
　　　　　所有者
対象宅地　個人が所有する居住に供する宅地
　　　　　※営利目的の貸家、事業所、被住家など
　　　　　　の宅地は対象外
対象工事　対象経費の２分の１を助成
助成内容
⑴　かさ上げ工事(上限20万円)
⑵　かさ上げに伴う擁壁工事(上限100万円)
⑶　高基礎工事(上限100万円)
⑷　曳き家または揚げ家工事(上限300万円)

　東日本大震災で被災した宅地のかさ上げや擁壁の復旧支援の受付期限を延長します。
　※受付期限は工事が完了し、実績報告書を提出する期限です。

宅地の防災対策を支援しています
受付期限延長！平成33年3月31日まで

のり面高さ

□問 市民安全課市民生活係☎355-6486 □問 市民安全課市民生活係☎355-6486

　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防注射が義務
付けられています。狂犬病予防集合注射を次の日程
で実施します。
 費　用　登録済みの犬　3,100円(注射、注射済票)
 費　用　未登録の犬　6,100円(登録、注射、注射済票)
 　　　　動物病院の接種済証がある犬　550円
 登録もお忘れなく！
　飼い犬の登録申請、変更届(転入、転居、氏名変更
など)、死亡届は集合注射会場でも受け付けます。

守ろう交通ルール　高めよう交通マナー
交通ルール　守るあなたが　守られる
　運動期間中は、市内の主要交差点などで交通安全
の啓発を実施します。
　交通事故の悲惨さと命
の尊さを見つめ直し、交
通事故のない安全で快適
な生活を築きましょう。

 運動の重点
全　国
⑴子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者
　の交通事故防止
⑵自転車の安全利用の推進
⑶すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底
⑷飲酒運転の根絶
塩釜地区独自
　歩行者の交通ルール･マナー遵守の徹底
　～歩行者も交通ルール･マナーを守りましょう。
　　　　　　　　　 自分で防げる事故もある。～

実施日 時　間 会　場

4月16日㈪

4月17日㈫

4月18日㈬

4月19日㈭

4月20日㈮

5月20日㈰
※船の欠航などにより、実施を見合わせる場合があります

10:00～11:15
13:00～13:30
14:00～14:30
9:30～10:20
10:50～11:15
13:00～14:30
9:30～10:00
10:30～11:00
13:00～14:00
9:30～11:00
13:50～14:15
10:00～11:15
13:00～14:00
10:00～12:00

保健センター
杉の入公園
青葉ヶ丘公園
中の島児童公園
新浜町集会所
塩釜ガス体育館
松陽台集会所
清水沢2号公園
千賀の台集会所
市役所駐車場
浦戸ブルーセンター※

月見ヶ丘霊園駐車場
法務局隣地市有地
市役所駐車場

飼い主さん
愛犬の予防注射を忘れないでね！ 春の交通安全運動

県民総ぐるみ運動期間です！

４
月
６
日
〜
15
日

桜菓子姫

ひ や あ や
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